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第１９８回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成３１年１月１８日（金）１４：００～１６：１５

場 所 文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階）

出席者 委 員 佐藤会長，薦田委員，島谷委員，藤井委員，宮崎委員

文化庁 次長，審議官，文化財鑑査官，

文化財第一課長，文化財第二課長，文化資源活用課長，その他関係官

１．前回議事要旨確認

２．諮問・答申

①改正文化財保護法に基づく指針について（決定）、

改正文化財保護法に基づく政令について（答申）

企画調査会長と文化財総合調整室長から，改正文化財保護法に基づく指針及び改正文化財

保護法に基づく政令について説明があり,別紙のとおり指針については決定がなされ，政令

については答申がなされた。

②重要有形民俗文化財の指定について（諮問）

文化財第一課長から，重要有形民俗文化財の指定について説明があり，審議の結果，第五

専門調査会において調査することとした。

③重要無形民俗文化財の指定について（諮問）

文化財第一課長から，重要無形民俗文化財の指定について説明があり，審議の結果，第五

専門調査会において調査することとした。

④登録有形民俗文化財の登録について（諮問）

文化財第一課長から，登録有形民俗文化財の登録について説明があり，審議の結果，第五

専門調査会において調査することとした。

⑤記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択について（諮問）

文化財第一課長から，記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択について説明

があり，審議の結果，第五専門調査会において調査することとした。

⑥国宝・重要文化財（美術工芸品）の買取りについて（諮問・答申）

文化財第一課長から，国宝・重要文化財（美術工芸品）の買取りについて説明があり，審

議の結果，別紙のとおり答申がなされた。

⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

文化財第二課長から，史跡等の現状変更の許可について説明があり，審議の結果，別紙の

とおり答申がなされた。
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⑧史跡等の現状変更の許可について （報告）

文化財分科会長から，１２月２０日に決定した史跡等の現状変更の許可等について別紙の

とおり報告があり，文化財第二課長から内容について説明があった。

３．その他

文化資源活用課課長補佐から，平成３１年度文化庁予算（案）の概要等について報告がなさ

れた。
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別 紙

２－①改正文化財保護法に基づく指針について（決定），改正文化財保護法に基づく政令について（答申）

詳細については，別紙１をご覧ください。

２－⑥国宝・重要文化財（美術工芸品）の買取りについて（諮問・答申） ５件

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

史跡に係るもの ８１件

名勝に係るもの ３５件

天然記念物に係るもの ５４件

２－⑧史跡等の現状変更の許可について（報告）

史跡に係るもの ２１件

名勝に係るもの １６件

天然記念物に係るもの ２４件



文化庁長官の権限に属する事務のうち、認定市町村の教育委員会が行うこととすることがで

きる事務の具体的な内容及び事務の実施主体を規定するとともに、これらの事務を認定市町村

の教育委員会が行うこととする場合の手続（都道府県への協議・認定市町村の同意・官報告

示）等について、所要の規定の整備を行う。

文化財保護法施行令等の一部を改正する政令案の概要

平成31年４月１日（改正法の施行の日）

概 要

１．認定市町村の教育委員会が行うこととすることができる事務の内容等の追加

趣 旨

２．首長部局への事務の移管に伴う規定の整備

第196回国会（常会）で成立した「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法
律の一部を改正する法律」（平成30年法律第42号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、
文化財保存活用地域計画の認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）の教育委員会
が処理する事務等に関し必要な規定の整備を行う。

【認定市町村が行うこととすることができる事務】
①次に掲げる重要文化財の現状変更等の許可、取消し、停止命令
イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の
物件（建造物を除く。）の現状変更等

ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
②重要文化財の調査（①の現状変更等の許可の申請に係るものに限る。）
③重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可、取消し、停止命令（公開に係る重要文化
財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る。）

※現在中核市まで移譲されている事務（第5条第3項各号）と同一の内容

【認定市町村である町村が行うこととすることができる事務】
①次に掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、取消し、停止命令
イ 小規模な仮設建築物の新築、増築又は改築など、区域内の史跡名勝天然記念物に共通
して想定される一定の行為

ロ 認定市町村である町村の教育委員会が個別の史跡名勝天然記念物に係る管理のための計
画を定めた区域のうち、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指
定する区域におけるもの

②史跡名勝天然記念物の調査及び調査のため必要な措置の施行（①の現状変更等の許可の申請
に係るものに限る。）

※現在市まで移譲されている事務（第5条第4項各号）と同一の内容

条例の定めるところにより首長が文化財の保護に関する事務を管理・執行することとされた
地方公共団体については、文化財保護法施行令その他の関係政令において教育委員会が行うこ
ととされている事務を首長が行うこととする等の所要の規定の整備を行う。

３．施行期日

別紙１


